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(論文内容の要 旨)

本論文 は、漢王朝 と諸侯王国の連合体 として発足 した前漢が、名実 ともに 「中国」

全体 を指す政権 とみな され るよ うになるまでの過程 をた どる。

〈序論〉は、漢初 において、 「漢」は 「中国」の一部 を指す に過 ぎなかった とい う事

実 を確認 した上で、一般 にこの時代 の国制 を示す 「郡 国制」なる術語が定着 に至る学

説史をた どり、ついで張家 山漢簡公刊(2001)を 契機 とする漢初への関心の高 ま り、

「郡国制」の再検討 といった近年の動向を論評 した上 で、本論 の構成 ・内容 を予告す

る。

〈第一章 漢王朝の成立 一爵を手がか りに一 〉は、高祖劉邦 とその功臣たちの軌跡

をた どることで、漢王朝成立過程の解 明を試み る。 〈第一節 魏人劉邦 と功臣たち〉;

劉邦の功臣は行軍 の過程で参加 し、多様な地域に出 自した。 〈第二節 功臣たちの授爵

記事 よ り〉;劉 邦 自身が授爵の主体 とな り、功 臣との君臣関係を取 り結ぶ ことは、漢王

即位後である。 〈第三節 高祖五年五月詔 よ り〉;高 祖二年の楚爵か ら漢爵への爵制変

更は項羽 からの自立の表明であ り、ついで六年の列侯封爵の前後 に二度 目の爵制変更

が行われ た。 〈第四節 功臣たちの席次 よ り〉;六 年の列侯封爵において食 邑が関外 に

設置 され たこと、同姓諸侯王の相 に列侯が任ぜ られた ことは、劉氏の貴種化 と相 まっ

て漢 の事実上 の全 国支配力 を拡大 した。

〈第二章 陳渉か ら劉邦へ 秦末楚漢の国際秩序 〉;〈第一節 陳渉挙兵か ら懐王

政権 まで〉は、秦末争乱の拡大過程 を概観す る。 〈第二節 争乱初期 の秩序形成、ある

いは陳渉推戴記事 の再検討〉は、秦末争乱期 に自立 した諸王国は旧六国の枠組みを逸

脱せず、またその王位 の正統性 は諸王国の相互承認が最重要の条件 であった こと、楚

懐王の優越 を前提 とす る多国間秩序の成立 を確認する。 〈第三節 項羽十八王分封の実

像〉;項 羽は諸王国を分割 し、秦の打倒 に軍功のあった將相 を新王に擁立 したが、 旧王

も存置され、軍功重視の方針は貫徹 されなかった。 〈第四節 諸国内訂か ら楚漢戦争へ〉;

諸王国 にお ける内訂 を使倣す る齊王田栄 との開戦 で、項羽の構築 した国際秩序は崩壊

した。楚漢戦争 における劉邦の行動原理 は、楚懐王期 の 「国際秩序」の再建であった。

〈第三章 「郡 国制」 を問い直す 漢王朝 と諸侯王国 と 〉;ま ず 〈第一節 諸侯

王国は、漢王朝か らどれほ ど自立 していたか?〉 では、紀年 ・人事 ・財政 ・律令 ・法

の運用 ・爵制 につき、諸侯王国の自立 性を確認 した上 で、それが一定の制約 を受けて

いた ことを論ず る。ついで 〈第二節 漢王朝 と諸侯王 国のあいだには、 どれほ ど一体

性があったのか?〉 では、漢法 ・銅虎符 ・赦 ・郡 国廟 につき、漢王朝 と諸侯王国の一
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体性、ない し漢王朝の優越性確保のための措置が施 されていた ことを確認する。以上

を踏 まえて、 〈第三節 「天下」 の内 と外〉では、漢王朝 にとって諸侯王国は 「国外」

であったが、 さらに外側の勾奴 などに対 しては、漢王朝 ・諸侯王国は 「中国」 として

の一体性 を有 していた とす る。

〈第四章 質誼旬奴論再考〉は、 「三表五餌」に代表 される文帝期 の質誼の対勾奴政

策 を検討す る。 〈第一節 質誼勾奴論 のテクス ト問題〉;質 誼 『新書』については、 『漢

書』所載 の質誼の論説 を素材 に二次的 に造作 され たもの とす る説 に反駁 した上で、解

縣 ・勢卑 → 威不信の先後関係を確認す る。 〈第二節 質誼の勾奴認識〉;解 縣 ・勢卑お

よび威不信篇 において、質誼は勾奴 を天下の秩序 と漢 の民生 を殿損す る存在 とみなす

ばか りであ り、旬奴そのものの分析 には及んでいない。一方で、旬奴篇 においては、

旬奴 の内部構成 ・周辺事情が記述 され る。 〈第三節 対旬奴策の分析〉;旬 奴篇 を分析

す る。 「三表五餌」および関市開設 は、従来、経済的 ・文化 的な手段 で旬奴 を解体す る

政策 と理解 されてきたが、関市 開設 は旬奴の一方 的要求 に基づ くものであ り、勾奴篇

は、現状容認を正 当化す るための議論 であったに過 ぎない とす る。 〈第四節 対旬奴策

の系譜〉;質 誼の議論 の歴史的背景 として、統一秦以降の対勾奴政策 を概観す る。文帝

期に至って投降胡人 を活用す る北辺防衛強化策が既定 の方針 となっていたことを確認

した上で、勾奴篇 の議論が、 これが直接対決路線 に転化 しない よう、勾奴か らの要求

事項 の受諾 と単干 との友好関係 の維持強化 を、それが漢の優位性 に繋がるもの として

主張 したもの とす る。

〈第五章 呉楚七国の乱への道〉 は、文帝即位 より呉楚七国の乱に至るまでの政治

史 を、漢王朝 と諸侯王国 との関係 を軸に復元す る。 〈第一節 孝文初期 の政局〉;文 帝

の高祖功 臣 ・齊王家 との対立 に際 し、准南属王長 ・呉王湯 は当初文帝 に協力的であっ

たことを確認す る。 〈第二節 質誼の対諸侯王国策の背景 と顛末〉;質 誼の言説 を分析

しつつ、 〈(1)分 国策 の内容〉 〈(2)背 景 としての准南属王事件〉 〈(3)藩 屏強化策

と辺郡収納、そして除関〉 の三項 にわたって、文帝の諸侯王 との対立の実態 を解 明す

る。 〈第三節 叛乱前夜〉;〈(1)削 地原因論 をめ ぐって〉;呉 楚七 国の乱の直接的原因

が呉に対す る削地 であった ことを再確 認す る。 〈(2)「 封建」の行方〉;景 帝二年にお

ける皇子封建 が漢王朝 と諸侯王 国の緊張を高 めた ことを論ず る。

〈終章〉;〈第一節 南か らの眺望〉;長 沙 と閲越 ・東 臨 とが 「天下」の内外 に位置 し

たことか ら、 「郡 国制」の核心たる論理が 「封建」ではな く漢法 ・郡 国廟 であった こと

を確認す る。 〈第二節 建元六年 の転機〉;建 元六年(135BC)の 實太后の死を契機 に

武帝 は積極策 に転 じた。南越征服後、封琿 を挙行 し、 「天下」の民 を対象 とす る賜爵 を

行い、平準法 によって郡国の財 を中央 に移管 した ことは、漢王朝 と諸侯王国か ら成 る

「天下」が、事実上の 「漢帝国」となったことを示す。 〈第三節 小結 郡国廟か ら民

爵賜与へ 〉;武 帝以前 における 「天下」統合志向の要因を概観 し、武帝期以降、統合

の覇絆が郡国廟 か ら民爵賜与へ と転化 したことを論ず る。

一2一



(論文審査の結果 の要旨)

高祖の即位(202BC)か ら呉楚七国の乱(154BC)ま での前漢前期、漢王朝の直轄

領 は中国本土 の西半に限 られ、東半には諸侯王国が割拠 した。 こうした国制 のあ りか

たは、一般 に 「郡 国制」 と称 され る。西嶋定生はその旧説(1949)に おいて、高祖 と

その功臣 との関係、延いては漢帝国成立後の皇帝 と列侯 ・諸侯王の関係 を 「家父長制

的家 内奴隷制」と規定 し、漢帝 国の統治形態 を 「郡国制」と称 した。 「家父長制的家内

奴隷制」論は1961年 に撤回 されたが、 「郡国制」は、前漢前期 の国制 を表現す る用語

として無批判 に踏襲 されていった。『雲夢睡虎地秦簡』(1978)公 刊 ののち、秦漢史研

究は一変 し、出土文字資料 に基づ く法制史 ・制度史研究が盛んになったが、『張家山漢

簡』(2001)公 刊 は、秦 との比較 において前漢前期 を考察す ることを可能 にし、 「郡国

制」 に代表 され る前漢前期国制 の再検討が活発化 した。本論文はこうした研究の現況

を踏 まえつつ、漢王朝 と諸侯王 国の連合体が、 「漢帝国」に統合 された過程の解明 を試

み るものである。

本論文は、相 当の蓄積のある研究史を丁寧 に咀噛 しなが らも、それ らに牽引 され、あ

るいは安易 に依拠す ることな く、創見 に富んだ問題設定 と分析手法を、各章において

次々に提示す る。

〈序章〉 においては、 自明の前提 とされてきた 「郡 国制」 を研究史的に分析するこ

とで、漢王朝成立時点 の 「中国」が決 して統一国家ではな く、漢王朝 と諸侯王国の連

合体であった ことを確認 し、 「中国」が 「漢帝 国」に統合 され る過程 の解 明 とい う本論

文の 目的が提示 され る。

〈第一章 漢王朝の成立〉では、君臣関係 の表象である爵の授与のあ りかたを具体

的に解明す ることで、高祖 とその功 臣たち との君 臣関係が、西嶋 旧説の 「家父長制的

家内奴隷制」論以來 自明の前提 とされていた高祖集団への参加 の時点ではな く、高祖

元年(206BC)の 漢王国成立の時点に成立 したことを確認す る。

〈第二章 陳渉か ら劉邦へ 秦末楚漢 の国際秩序一 〉は、秦漢交代期 における諸王

国の正統性 を問題 とす る。先行研究 においては、諸王国の王の身分的出 自にもっぱ ら

焦点が置 かれ てきたが、論者は、戦 国後期か ら前漢前期 にお ける 「国際的秩序」の連

続 性を主張す る近年の議論 を批判的に援用 しつつ、(1)諸 王国は旧六国の枠組み を逸脱

せず、その王位の正統性 は諸王国の相互承認 に基づ く。(2)楚 懐王の優越 を前提 とす る

多国間秩序が成立 した。(3)項 羽は諸王国を分割 し、軍功のあった将相を新王に擁立 し

たが、旧王も存置 された。(4)旧 六国の枠組みにおける新王 ・旧王の内訂 を使喉 した斉

王 田栄 との開戦で、項羽の構築 した 「国際的秩序」は崩壊 した。(5)劉 邦は、楚懐王期

の 「国際的秩序」 の再建 をその行動原理 とした、 といった所見を提示す る。

〈第三章 「郡国制」を問い直す 漢王朝 と諸侯王国 と 〉は 〈第一節 諸侯王国

は、漢王朝からどれほ ど自立していたか?〉 〈第二節 漢王朝 と諸侯王国のあいだには、

どれ ほど一体性があったのか?〉 において 「郡国制」の実態を包括的に概観 した上で、
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〈第三節 「天 下」の内 と外〉では、漢王朝 に とって諸侯王国は 「国外」であったが、

さらに外側 の勾奴 などに対 しては、漢王朝 ・諸侯王国は 「中国」 としての一体性 を有

していた とす る。 「郡 国制」 に関す る議論 の現況 を手際よ く整理 した好論 である。

〈第四章 質誼勾奴論再考〉は、文帝期 の質誼の対勾奴政策 を検討す る。 「三表五餌」

お よび関市開設 を、経済的 ・文化的な手段で勾奴 を解体する政策 とす る通説 に対 し、

統一秦以降の対旬奴政策 をた どった上で、(1)関 市開設は旬奴の一方的な要求に属する。

(2)文 帝期 には投降胡人を活用す る北辺防衛強化策が既定の方針 となっていた。(3)質

誼は直接対決路線 を回避すべ く、旬奴の要求事項の受諾を正当化する議論 を展開した、

と論ず る。

〈第五章 呉楚七国の乱への道〉 では、文帝即位 よ り呉楚七国の乱 に至 る漢王朝 と

諸侯王国の関係 を分析す る。呉楚七国の乱の原因については、皇帝専制政治 と封建制

の衝突 を必然 とす る構造論的説 明に加 えて、前年 の諸侯王国に対す る削地 を挙 げるこ

とが通説であったカ＼ 論者 は(1)文 帝初年における高祖功臣 ・斉王家 との対立の際に、

准南属王長 ・呉王溝はむしろ文帝を支持 したこと、(2)准 南属王長 ・呉王沸の叛乱は、

個別具体的な事件史 として理解すべきであることを主張す る。

〈終章〉では、まず、長沙 と閲越 ・東臨を対比 し、 「郡 国制」の核心が 「封建」では

な く漢法 ・郡 国廟 にあった ことを確認す る。ついで武帝が南越征服 ののち、封禅 を挙

行 し、 「天下」の民を対象 とす る賜爵を行 い、平準法 によって郡 国の財 を中央に移管 し

たことを、 「漢帝国」成立の画期 と評価する。最後 に、武帝以前における 「天 下」統合

志向の要因を概観 し、統合 の羅絆が郡 国廟か ら民爵賜与へ と転化 したことを論ず る。

以上のよ うに、本論文は、 ともすれば図式的な理解 に流れやすい構造論的説明に安

易に依拠せず、緻密な政治史的分析 を蓄積す ることによって、 「漢帝 国の成立」を説得

的に記述 してい る。

適宜挿入 され る史料批判がその説得力 を増強 している。従来 ほ とん ど無批判 に用い

られ てきた 『史記』 『漢書』の個 々の記述 に対す る分析 は、今後の研究の可能 性を大 き

く開 くものとい えよ う。第四章 ・第五章 では質誼 『新書』に対す る文献学的議論 が展

開され る。本論文では行論の必要に応 じた最小限の所見 しか示 されていないが、 『新書』

そのものを扱 った専論 を附録すればよかったよ うにも思 う。

以上、審査 した ところによ り、本論文 は博士(文 学)の 学位論文 として価値あるも

のと認められ る。なお、2013年2.月19日 、調査委員 が論文内容 とそれに関連 して試問

した結果、合格 と認めた。
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